
加西市告示第８４号 

 

 

下記、市有財産（土地）の売却に係る一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び加西市財務規則（昭和４２年規則第４０号）第

９４条の規定に基づき下記のとおり公告する。 

 

 

令和８年５月２２日 

 

加西市長 高 橋 晴 彦 

 

記 

 

１ 売却する財産（土地）の表示 

■ 物件名  北部世代交流館跡地 

売 却 物 件 一 覧 表 

番号 所  在  地 地 目 面積（㎡） 最低売却価格 

１ 加西市下芥田町字上大小 149 番 1 宅地 781.88 

6,870,000 円 
合   計 781.88 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１）次の各号に該当する者は、一般競争入札に参加することができない。 

① 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者（成年被後見人、被保佐人、破産者等）

または破産者で復権を得ない者 

 ② 次のいずれかに該当する者で、その事実があった後２年を経過しない者 

ア 市との契約の履行に当たり、故意に工事もしくは製造を粗雑にし、又は物件の品質

もしくは数量に関して不正の行為をした者 

イ 市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ 落札者が市と契約を締結すること又は市との契約者が契約内容を履行することを妨

げた者 

エ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の２第１項の規定による監督又は検

査の実施に当たり市の職員の職務の執行を妨げた者 

オ 正当な理由なく市との契約を履行しなかった者 

カ アからオまでのいずれかに該当する者でその事実があった後２年を経過しない者を

契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 



③ 地方自治法第 238 条の３第１項に規定する市の公有財産に関する事務に従事する者 

④ 次に掲げる税を滞納している者 

ア 国税（法人税又は申告所得税並びに消費税及び地方消費税をいう。） 

イ 市税（加西市内に住所を有する個人又は加西市内に本店を有する法人に限る。） 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２

号に規定する暴力団その他反社会的活動を常態とする団体及びその構成員など、これら

と密接な関係を有する者 

（２）共有の場合 

 複数の者が共同で購入を希望する場合は、代表者を選任し、代表者はその他の者と調整

を行うとともに、市との協議において窓口となり、構成員は連帯して責任を負う。 

  なお、共同で参加の場合には、全員が参加資格者の資格を有することが必要である。 

 

３ 入札の参加申込 

 入札参加を希望する者は、市有財産（土地）売却一般競争要領（その１）に定める必要書

類を提出しなければならない。受付期間、場所及び方法は次のとおりとする。 

（１）受付期間 

令和８年５月２２日（金）から令和８年６月４日（木）まで 

（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く） 

受付時間：９時００分から１７時００分まで（正午から１３時００分までを除く） 

（２）受付場所 

加西市北条町横尾１０００番地 総務部管財課（加西市本庁舎３階）まで持参してくだ

さい。 

（３）申込必要書類 

  ① 個人の場合  

     ア 市有財産（土地）売却一般競争入札参加申込書兼誓約書（様式第１号）（１通） 

※ 共有による申込みの場合には、共有者全員の記名押印が必要となる。 

     イ 住民票及び印鑑証明書（各１通） 

※ 共有名義で申込む場合は、共有者全員の添付書類が必要となる。 

なお、契約は入札参加者の共有名義で行う。単独名義で申込んだ者が共有名義に

て契約することはできない。 

   ウ 税の完納証明書 

区  分 提出する証明書 証明書の取得先 提出数 

加西市内に住

所を有する者 

納税証明書その 3 の 2 

※申告所得があるときのみ 
社税務署 １通 

市税完納証明書（別記様式） 加西市役所税務課 １通 

市外に住所を

有する者 

納税証明書その 3 の 2 

※申告所得があるときのみ 
管轄税務署 １通 

     （注）イ、ウの証明書は発行後３か月以内のものに限る。 



   エ 入札保証金の振込領収証書の写し 

  ② 法人の場合 

     ア 市有財産（土地）売却一般競争入札参加申込書兼誓約書（様式第１号）（１通） 

※ 共有による申込みの場合には、共有者全員の記名押印が必要となる。 

イ 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書（１通） 

      ウ 印鑑証明書（１通） 

※ 共有名義で申込む場合は、共有者全員の添付書類が必要となる。 

なお、契約は入札参加者の共有名義で行う。単独名義で申込んだ者が共有名義に

て契約することはできない。 

      エ 税の完納証明書         

区  分 提出する証明書 証明書の取得先 提出数 

加西市内に住

所を有する者 

納税証明書その 3 の 3 社税務署 １通 

市税完納証明書（別記様式） 加西市役所税務課 １通 

市外に住所を

有する者 
納税証明書その 3 の 3 管轄税務署 １通 

     （注）イ～エの証明書は発行後３か月以内のものに限る。 

      オ 入札保証金の振込領収証書の写し 

（４）審査結果の通知 

申込書類を審査の後、入札参加を認める者には６月８日（月）に、「市有財産（土地）

売却一般競争入札参加資格証（様式第 2 号）」を交付する。（郵送にて交付） 

 

４ 入札に関する質疑 

  入札についての質疑がある場合は、総務部管財課まで質疑書（ひな形）を提出のこと。 

e-メール（kanzai@city.kasai.lg.jp）のみ受付。 

送信後、必ず送信したことを電話連絡（0790－42－8704）すること。 

  受付期間 令和８年６月４日（木） １５時００分まで 

  回答は加西市ホームページで随時回答する。 

  回答終了 令和８年６月８日（月） １７時００分最終回答 

 

５ 現地説明会の開催 

 入札参加を希望される方は必ず説明会に参加のこと。「説明会参加申込書（別紙１）」に必

要事項を記入の上、郵送、FAX 又は電子メールにより、令和８年６月４日（木）１７時００

分までに申し込むこと。（必着） 

（１） 開催日時 

令和８年６月８日（月）予定 時間は別途連絡する。 

（２） 集合場所 

  加西市下芥田町字上大小 149 番 1（北部世代交流館跡地） 

（３） 説明内容 

  土地の概要、条件等 



（４）その他 

  ・説明会参加については、各申込者につき２名までとする。 

  ・市有財産（土地）売却一般競争入札にかかる資料一式を持参すること。 

 

６ 契約上の特約等 

（１）落札者は、売却物の利用にあたり、次の事項を順守しなければならない。 

ア 建物の建築等にあたり、関係法令等を順守すること。 

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に定める暴力団その他

の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反す

る用途に使用することはできない。 

（２）加西市は、落札者が（１）のいずれかの条件に違反した場合は、売買代金の１割に相

当する額を違約金として徴収できるものとする。 

（３）加西市は、落札者が（１）のいずれかの条件に違反した場合は、（２）の違約金の徴収

に加えて、売買価格と同額で物件の買戻しをすることができるものとする。 

なお、買戻しの期間は所有権移転登記の完了日から５年間とし、所有権移転と同時に買

戻特約の登記を行う。 

 

７ 入札及び開札の日時及び場所 

日 時 ： 令和８年６月１１日（木） ９時３０分から 

場 所 ： 加西市北条町横尾１０００番地 加西市役所本庁舎４階 入札室 

入札参加時には、次の書類を必ず持参すること。 

（１） 市有財産（土地）売却一般競争入札参加資格証（様式第 2 号）（市から交付したもの） 

（２） 入札保証金返還請求書（様式第 3 号）（記入・押印すること。） 

（３）入札書（様式第 4 号）及び入札用封筒（記入・押印すること。） 

（４）委任状（様式第 5 号）（代理人の場合） 

（５）誓約書（様式第 6 号） 

 

８ 入札の方法 

（１）入札保証金の納付等 

（ア）入札保証金は、入札者が見積る価格の１００分の５以上（1,000円未満切り上げ）に

相当する金額とし、加西市が交付した納付書により、令和８年６月４日（木）までに

指定する金融機関の窓口で事前に納付すること。 

（イ）入札終了後に入札保証金は、落札者を除いて入札者が指定する金融機関の預金口座

へ振り込む方法により還付する。 

（ウ）入札保証金には利息を付さない。 

（２）入札当日の参加者 

（ア）市有財産（土地）売却一般競争入札参加資格証（様式第 2 号）に記載された本人又

はその代理人が参加することができる。 



（イ）法人の代表権のない者や個人でやむを得ず代理人の者が入札に参加する場合は、委

任状（様式第 5号）が必要となる。 

（※注）委任した場合、入札書に受任者の署名・押印がなければ、その入札は無効とな

る。 

（ウ）入札室への同席は、２名までとする。 

（３）入札方法 

入札は、本市指定の入札書（様式第 4 号）を使用し、入札用封筒に入札書のみを入れて

封をし、入札箱に投入すること。 

入札書の投入後、入札を辞退することや入札書の記載内容を変更することはできない。 

入札は１回のみで、２回目は行わない。 

 

９ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１）参加資格のない者が行った入札 

（２）本市指定の入札書以外の用紙を使用して行った入札 

（３）所定の入札保証金を納付しない者のした入札 

（４）入札保証金の振込領収証書の写しの提示のない入札 

（５）入札保証金の金額が規定の額（入札金額の１００分の５）に不足する入札 

（６）最低売却価格を下回った入札 

（７）誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

（８）記名押印を欠く入札 

  代理人により入札する場合、入札書に入札者の住所、氏名の記載並びに代理者の氏名の

記載及び押印のないもの。 

（９）金額を訂正した入札 

（10）同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

（11）担当職員の指示に従わなかった者が行った入札 

（12）委任状を持参しない代理人のした入札 

（13）公正な入札を妨げるなど入札に際し不正行為のあった入札 

（14）その他入札に関する条件に違反した入札 

 

１０ 落札者の決定方法 

（１）入札書投入完了後、直ちに開札を行う。開札の結果、最低売却価格以上の最高額の入

札をした者をもって落札者と決定する。 

（２）落札となるべき最高額の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせて落札者を決定する。 

（３）入札結果は、その場で次の内容を公表する。 

（ア）法人が行った入札：落札者の商号及び入札金額 

（イ）個人が行った入札：落札者の氏名及び入札金額 



（４）開札結果については、市ホームページ上において公表する。 

（５）入札要領に違反又は誓約書内容に虚偽の記載がある場合は、落札後であっても落札者

の決定を取り消すことがある。 

 

１１ 契約の締結等 

（１）契約の締結期限 

売買契約の締結は、落札者の決定日から７日以内に契約を締結する。 

期限までに契約が締結されない場合は、その落札を取り消し、入札保証金は加西市に帰

属することとなる。 

 

１２ 売買代金の支払方法 

売買契約締結と同時に契約保証金として、売買代金の１００分の１０（1000 円未満切り

上げ）に相当する額を納付すること。その後、売買代金と契約保証金との差額を、加西市

が発行する納入通知書等により、売買契約締結の日から３０日以内に一括納付すること。 

入札に当たって納付された入札保証金を契約保証金に充当することができるので、充当

する場合には契約締結日に契約保証金から入札保証金を差し引いた金額を納付すること。 

なお、期限までに売買代金の全額納付が行われなかった場合は、契約保証金は加西市に

帰属することとなり、落札者はこの契約に関する一切の資格を失う。 

（注）売買代金の分割納入はできない。 

 

１３ 所有権の移転等 

（１）加西市が売買代金の納付を確認次第、所有権の移転登記を行い、物件を引き渡す。 

（２）売買契約書（加西市保管用のもの１部）に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要

な登録免許税等、契約の締結及び履行に関し必要な法定費用は、落札者の負担となる。 

 

１４ 物件の引渡し及び事前確認等 

（１） 売却物件について 

（ア） 現地説明会を開催するので、入札参加を希望する者は必ず参加すること。また、諸

規制、利用制限等の状況についても必ず事前に関係機関に紹介すること。 

（イ） 売却物件（以下「物件」という。）はすべて、物件調書に特段の記載のない限り、

現状有姿での売買及び引渡しとなる。入札に当っては、物件調書をご覧のうえ、必ず事

前に現地及び近隣状況を確認すること。 

なお、物件調書の記載事項が現状と異なる場合は現状が優先する。 

① 物件の敷地内にフェンス､塀､柵等の工作物が設置されている場合には、これらの工

作物の補修、改修、撤去、再築造及びその費用負担等について、加西市は対応しない。 

② 物件の敷地内に擁壁、直壁等（付帯する水抜き穴等を含む）が築造されている場合

には、経年劣化による影響については確認しておらず、その構造物にひび、破損、及

び亀裂等が見られる場合もある。これらの構造物の補修、改修、撤去、再築造及びそ



の費用負担等について、加西市は対応しない。また、擁壁等の構造物について、宅地

造成時の構造図面及び構造計算書等はありませんので、建築行為等にあたっては、必

要な手続きの申請先である各審査機関等へ問い合わせること。 

③ 物件に上下水道設備及が布設されている場合には、経年劣化による影響等について

は確認していない。これらの布設設備の補修、移設、改修、撤去、再築造及びその費

用負担等について、加西市は対応しない。 

④ 物件及び隣接地の擁壁、直壁及びブロック塀等について、地上及び地中にて境界を

越えている場合がある。これら越境物の移設・撤去・再築造及びその費用負担、隣接

地権者等との協議等について加西市は対応しない。 

⑤ 物件の敷地内又は隣接地等に電柱、電線、ケーブル、ゴミ置き場、道路設置物（ガ

ードレール等）及び道路標識（カーブミラー等を含む）等がある場合には、移設及び

撤去の可否等の取扱いについて、設置者又は管理者等に問い合わせること。加西市は

対応しない。 

⑥ 物件の敷地内に、樹木、切り株及び雑草等がある場合には、剪定、除去及び伐採等

の費用負担について、加西市は対応しない。ごみ、ガラ及び砕石等の除去についても

同様とする。 

⑦ 落札者は、売買契約を締結した後、物件に数量の不足その他隠れた瑕疵のあること

を発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることは

できない。 

⑧ 地盤に関する調査は行っていない。 

（ウ） 物件は全て、物件調書に特段の記載のない限り、境界標の存在を確認している。 

現況測量の結果と、不動産登記記録及び図面（法務局備付けの地積測量図、又は区画

整理換地図等）を比較した結果、境界点間距離及び面積は、すべて許容誤差の範囲内

にある。このため、隣接地権者との筆界確認書は、原則として取り交わしていない。 

（２） 本要領に定めのない事項は、地方自治法、同法施行令、その他関連法令等の定めると

ころにより処理する。 

 

１５ 担当窓口 

【書類の提出先・お問合せ窓口】 

〒６７５－２３９５ 加西市北条町横尾１０００番地 

加西市総務部管財課（加西市役所 本庁３階） 

電話 ０７９０－４２－８７０４ 

Fax ０７９０－４３－８２５７ 


